
生駒市条例第３５号 

生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

平成２１年１２月２１日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例 

生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４

７年１０月生駒市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

第１６条中「第４５条、第４６条及び第４６条の２（船員である職員に関する

部分に限る｡)」を「第４５条及び第４６条」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２２年１月１日から施行する。 


